
表 ４２８  基礎年金（新法）受給権者数（事業月報）

令和元年度

旧 障 害 福 祉

年 金 及 び ２ ０

歳 前 の 障 害

旧 母 子

福 祉 年 金

総 数 278,563        7,786           8,842                1,968           -                     297,159        

川 崎 区 46,478         1,255           1,439                355             -                     49,527         

幸 区 33,924         939             1,106                205             -                     36,174         

中 原 区 37,004         1,047           1,138                265             -                     39,454         

高 津 区 39,485         1,178           1,434                322             -                     42,419         

宮 前 区 44,259         1,245           1,350                302             -                     47,156         

多 摩 区 38,850         1,200           1,344                254             -                     41,648         

麻 生 区 38,563         922             1,031                265             -                     40,781         

資料：国民年金・福祉医療課

　昭和61年4月からは、それまで適用されていた国民年金法（旧法）に代わって、新しい国民年金法（新法）が適用されることとなった。この

表は、国民年金法（新法）が適用される国民年金の受給権者を区分ごとに表している。
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